
地方財政論
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佐藤主光（もとひろ）



講義の構成

• 狙い：地方創生（地域経済の活性化）の課題を理解する

• トピック

• 人口減少と消滅自治体

• 地方創生と自然災害

• 成長と景気：みなケインジアンか？

• 地方分権と経済成長



アベノミクスの宿題

• 財政再建＝2025 年に基礎的財政収支を黒字化

 2019年10月に消費税増税（2％）？

• 地方創生＝人口消滅都市の拡大

 地方経済の疲弊＝「構造問題」

 まちひとしごと創生総合戦略＝ヒトの流れは変わるか？

 地方の再編成＝コンパクトシティ

• 成長と構造改革

 構造改革としての税制改革・効率化

 負担としての社会保障から成長部門としての社会保障へ

 医療・介護は地方の「Ｌ型産業」
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参考：我が国の将来人口の推移
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出所：国土交通省「新たな
国土のグランドデザイン」参考資料
平成26年3月28日



推計結果図（都道府県別）
－ 2040年総人口指数（2010年＝100）－

沖縄県
98.3

秋田県
64.4

資料：総務省統計局
「平成22年国勢調査」
国立社会保障・人口問題研究所
「日本の地域別将来推計人口

（平成25年3月推計）」
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参考：消費税増税を巡る誤解

誤解 実態 帰結

消費税が景気を後退させる問題
の原因

増税は財政悪化や高齢化に伴う社
会保障費増加の結果

現在、増税を回避しても将来的な
増税は不可避
⇒将来の景気を後退させかねない

増税から地方経済は回復できて
いない⇒地方経済を低迷させる
も問題を発生

増税は地方経済の構造問題（公共
事業依存・低い生産性）を顕在化

地方経済の構造改革がなければ
長期低迷は避けられない⇒本来
の地方創生・第三の矢

消費税の増税分、現在の社会保
障は充実していない

増税の狙いは将来的な社会保障の
持続可能性を確保

現在だけではなく将来を見据えた
社会保障改革が必要
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再論：経済・財政一体改革」の取組：
「経済財政運営と改革の基本方針2015」より

8
出所：経済財政諮問会議「経済財政一体改革推進委員会」



地方創生交付金：インセンティブ改革？
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頑張る地方を応援？
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地域拠点強化税制の創設
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12出所：経済産業省資料



企業誘致の落とし穴

• 従前の活性化＝企業誘致に偏重？

• 誘致した企業の撤退・規模縮小と補助金返還請

⇒ 企業を誘致するだけでは、「足の速い」（＝移動性の高い）企業を域内に
留め続けることはできない

⇒ 地域経済の特性（比較優位性）とのマッチングが不可欠

13

自治体 事態 自治体の要求

兵庫県 パナソニックがプラズマパネル工
場（尼崎市）3工場のうち2工場の
生産休止

誘致補助金12億6千億円
の返還

三重県 シャープ亀山工場

液晶パネル生産設備の一部を中
国電気メーカーに売却

補助金90億円の一部（54
億円は支払い済み）の返
還



矛盾した要請？

• 政府は社会保障一体改革として地方圏の余剰病床の抑制を求める一方、日本版ＣＣＲ構
想では都市圏の高齢者の地方への移住（＝余剰病床・介護施設の活用）を提言している
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地方圏の病床数・
医療機関の集約化
が立ち遅れる懸念

楽観性バイアス＝人
口（高齢者）流入を前
提にした地方版総合
戦略＝地方創生、地
域医療構想
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経済学の視点
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地方創生の4つの論点

• その１：経済政策と社会政策の混乱

• その２：成長と景気対策の混乱

• その3：国の財源保障

• その４：地方創生のミクロ＝個別事例とマクロ＝経済効果
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その１：経済政策と社会政策

 「地域の活力なくして国の活力なし」

 経済政策と社会政策の区分

－経済政策＝新興産業・企業の育成

－社会政策＝弱者の救済
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狙い 例 政策の区分

「競争力」のある地域経済の構築に
向けて地域の人的資源や技術、民間
の活力と創意工夫を総動員

地域クラスター（産業集積）の形成
や地場産業・新興企業の育成

経済政策

「格差是正」のために経済が停滞し
た地域に対して手厚い支援

高齢者にとって便利で安心して暮
らせる街づくり（市街地のバリアフ
リー化など）

社会政策

地域経済活性化の意図
（政策的性格）が混乱気味



ビジョンの共有？

 地域経済の成長力増進

⇒構造改革を伴う活性化が不可欠＝経済政策

 全ての住民・企業が共有できるビジョンではない

⇒ビジョンから外れる住民・企業に対する支援＝社会政策
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措置 対象 政策

撤退 所得支援
新しい雇用の斡旋

高齢者
零細農家・企業

社会政策

残留 投資資金の低利融資

人材の育成・技術支援
（産学連携等）

競争力のある中小企業・農家
大企業の関連企業・事業所

経済政策

参入 規制緩和
税の減免

新興企業・新規参入企業（外資
を含む）



通念の転換点

• 新しい経済環境への適用⇒ 経済成長は「当然視」できない

－社会の高齢化

－経済の低成長

⇒ 「均衡ある発展」から「選択と集中」へ

全ての地域が活性化することはないという現実

21

従来型 新しい経済環境への適用

前提 高度成長 低成長
社会の高齢化

地域経済活性
化

総花的＝域内の全ての産業・地
域に目配り
⇒経済政策と社会政策の相乗り

選択と集中
⇒限られた資源を生産性の高い地域・セクターに投下
⇒経済政策に純化
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参考：あり得る二つの論点

• 論点１：全ての地域（自治体）が財政的・経済的に自立可能なわけではない

例：離島・山間地域、限界集落等

⇒自立困難な地域があることは、「全て」の地域が保護されるべきことも意味しない

⇒自立可能な地域の自立を促すことで救済すべき地域に重点的・持続的な支援ができ
る

• 論点２：自立可能性の有無が峻別できるわけではない

例：地方都市 ボーダーライン上？

⇒自立できる自治体には自立を促す制度設計が不可欠

 「誘因両立性」＝自己顕示・誘因づけ⇒現行制度は誘因両立的？？
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その２：成長と景気対策

• 経済活性化の二つの理論

ケインズ経済学＝（有効）需要の喚起による生産の拡大

新古典派経済学＝生産性の向上（技術革新・資本蓄積）を源泉とする経済成長

• 地域再生・経済戦略はケインズ型？

 景気対策との混同成長の持続性が問われる

例：減税・公共事業の打ち切りによる経済の「息切れ」
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主導権 成長の源泉 視点 構造改革

ケインズ 政府 消費等需要 短期的 現行制度を前提

新古典派 市場 技術革新等 中長期的 構造改革（規制緩和
等）も要請



ケインズ政策としての地域経済活性化

• 有効需要の源泉

従前＝公共事業

近年＝環境・防災、社会保障

• 市場経済の自律的な循環・拡
大に繋がるとは限らない

⇒源泉が滞れば、経済も落ち込
む＝依存体質を助長

例：小泉構造改革時に公共事業
が削減された結果、地方経済
が疲弊
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公共事業等

雇用の創出

所得の増加

消費の拡大

好循環
＝乗数効果



有効需要管理政策

• 公共支出（＝G）の乗数効果＝派生需要による経済活動の喚起

1Y0Y

１

A

B

産出量=Y

総支出
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ΔG/(1-c)

AE=cY+I+G+X-M

0

派生需要＝cΔＧ
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参考：公共事業と地域経済

資源
配分

社会インフラ（例：港湾、上
下水道、道路）の整備

⇒「成長戦略」

所得
再分
配

地方圏における雇用確保
（セイフティーネット）

経済
安定
化

景気対策・有効需要の喚
起（ケインズ政策）

• 公共投資（事業）の活用⇒地域経済活性化＝公共投資依存体質を助長？
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都道府県別公共投資依存度（2005年度）
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景気対策か構造改革か？

• 需給ギャップ＝潜在的ＧＤＰ－実際のＧＤＰは解消しつつある

⇒景気対策＝需要不足の解消＝第2の矢（財政出動）から構造改革＝生産性
の向上＝第3の矢（構造改革）へ

28出所：日本銀行「経済・物価情勢の展望」
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財政出動
＝ケインズ政策

構造改革
＝サプライ
サイド政策



参考：景気対策と成長戦略

景気対策 成長戦略

機能 経済安定化 資源配分機能

手段 金融政策
有効需要管理政策
など

規制緩和
競争力・生産性の促進など
⇒経済の効率化

働きかけ 需要サイド サプライ（供給）サイド

目的 経済の変動を抑制 経済の「潜在的」（長期的）成長力
の向上

ヒトの体に例える
と

体調管理 体力増進

制度改革 概ね現行制度を前提 構造改革が不可欠

視点 短期 長期 29



参考：日本の潜在成長率

出所：日本銀行



その３：国の地方への財源保障
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地方支出＝地方収入

自治事務

法定受託
事務 国の関与・規制

一般財源

特定財源

国の財源保障

表裏一体の国の関与と地方の甘え

国の保護者責任？
 地方財政法第13条第1項「（地方が）新たな事務を行う義務が負う場合においては、

国は、そのために要する財源について必要な措置を講じなければならない」

地方財政計画＝国（総務省）が見積もった
地方全体の歳出の見通しと所要の財源措置



参考：国と地方の財政関係
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出所：財務省資料（2014年11月）



地方財政計画

給与関係経費

一般行
政経費

投資的経費

地域経済基盤強化・
雇用等対策費

その他

特定財源
（国庫支出金、
地方債等）

一般財源
（基準財政
需要に反映）

地方税

交付税
必要額

交付税
原資（国税
一定割合）

財源不足額

国の一般
会計加算

赤字地方債

将来の交付税措置

国の財源
保障

公債費

単独

補助

交付税額





参考：財政移転の「機能」

財政制度 政府間財政移転の機能

集権体制 国の決定した政策実行のための財源確保＝
財源保障

分権体制 地方の主体的政策決定が前提

「地方分権の失敗」の矯正（≈「市場の失敗」
の矯正）

35

• 地方分権は財政移転の量的縮小よりも「質的」転換を要請



論点４：地方創生のミクロとマクロ

• ミクロ＝個別の成功事例

• マクロ＝日本経済へのインパクト

⇒ ミクロをマクロにつなげるには「波及効果」が必要＝好循環の創出

個々の成功体験は日本経済全体の成功を意味しない

• 二つの波及効果

 外部性＝集積の経済・クラスター

 政策実験＝ベスト・プラクティス

• 国の役割＝個別の成功事例の社会的波及効果を高めるための制度改
革

 集積の促進（土地の流動化・規制緩和）・情報開示
36



個別事例＝ミクロ

• 地方創生のミクロとマク
ロ

 個別自治体・事業の
成功が全体の成功を意
味しているわけではな
い

 代替効果＝他の事業
からの利益の移転（例：
観光客）
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参考：政策実験としての分権化

異なった地方自治体が活性化の方策質に向けて様々な試みを行う

⇒政策の選別・淘汰が促進

⇒「政策実験」を通じてベスト・プラクティスを発見

• 政策実験を担う自治体の誘因を特定方向に誘導しない制度設計が不可欠

⇒誘因に対する「中立性」の確保

例：補助金の一括化、規制緩和

• 地方創生の矛盾

• 国の支援による地方の自立？

• 初期投資としての支援 ↔ 継続的な支援＝補助金依存
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経済産業省東北経済産業局
「平成19 年度国土施策創発調査」（平成20 年3月）

誘致と育成

従前の自治体の
経済活性化は誘
致頼み

• 誘致＝一発勝負
（逆転）・短期決
戦的思考

• 育成＝地元の強
みを長期的に発
展

⇒既存の資源・技
術、ネットワークの
活用

39



「地方創生の失敗」

要因 帰結 対処

市場の失敗 集積の経済・不経済
が内部化できない

経済活動の偏在・
都市圏の混雑現象

自治体等によるイニシ
アティブ＝総合戦略

自治体の失敗 近隣窮乏化的な企業
の誘致合戦・活性化
事業の乱立

効率性に適わない
企業立地

国・都道府県による調
整・選別

国の失敗 創生につながる地域
を峻別できない

補助金のばら撒き・
国を慮った地方の
総合戦略

選別前＝エビデンスに
基づく判断？
選別後＝地方分権

40



新しいターゲットポリシー？

• 分権化定理＝同じターゲットポリシーでも地方自治体の方が国よりも成長可
能性のある産業・業種について知識がある（？）

41
chousa/keizai_prism/backnumber/h26pdf/201412602.pdf

参考：産業競争力強化法を巡る意見

http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/keizai_prism/backnumber/h26pdf/201412602.pdf


地方分権と経済成長



地方分権と経済成長

地方分権の帰結 経済成長への影響

分権化定理＝地域のニーズに即した経済活性化 ＋

協調の失敗＝インフラの重複投資など －

近隣窮乏化政策＝租税競争・規制など －

• 地方分権は経済成長に寄与するか？

地域のニーズに即した活性化・優良事例の横展開OR協調の失敗？

• 異なる理論的帰結（仮説）⇒実証による検証



New Development of Fiscal Decentralization in China （2012） Zhiguo Wang Liang Ma



“Is fiscal decentralization harmful for economicgrowth? Evidence from the OECD countries” Andres Rodrıguez-Pose
and Roberto Ezcurra(2011)

 The X vector includes the initial GDP per capita of every country, the level of physical and human capital, 
the average population growth rate and the degree of trade openness,



“Is fiscal decentralization harmful for economicgrowth? Evidence from the OECD 
countries” Andres Rodrıguez-Pose and Roberto Ezcurra(2011)

Empirical Evidence



地方創生に向けて
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2040年、自治体職員は半減？ 総務省研究会が警鐘 2018/8/23 
日本経済新聞

• 高齢化がピークを迎える2040年ころの自治体
のあり方を検討した総務省の「自治体戦略
2040構想」研究会の提言が波紋を広げている。
人口減少により40年には今の半数の公務員
で行政を支える必要があるとして、圏域行政
や共助の法制化を提唱。危機感を醸成して変
化を迫るショック療法に自治体に戸惑いと反
発が広がる。一方、自治体の中にはさらに進
んで独自に将来像を描くところも出始めている。

推計結果図（都道府県別）
－ 2040年総人口指数（2010年＝100）－



今後の中心市街地活性化施策の方向性について
（中間的論点整理）

平成２５年２月５日 中心市街地活性化評価・調査委員会

• ○公共施設等の更新投資の増加が見込まれ、高齢化に伴う社会保障等の増
大ともあいまって、地方財政を強く圧迫するおそれがある。

• ○今後、引き続き、厳しい財政事情が継続することが見込まれる中、公共イン
フラ更新時の財政負担等を考慮すれば、多くの地域では、公共公益施設等の
都市機能の集約化(コンパクト・シティ化)が強く求められる。

• ○中心市街地の活性化により、固定資産税などの税収増効果が期待される。
また、コンパクト化による財政支出の抑制効果、効率的投資も期待される。政
策投資を集中する地点とすべきではないか
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出所：国土交通省「国土交通省のおけるコンパクトシティの取組について」
平成25年8月26日
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出所：国土交通省「国土交通省のおけるコンパクトシティの取組について」
平成25年8月26日

51
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参考：自治体間連携の現状
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現状 ＫＰＩ（目標）

連携中枢都市圏 23圏域（2017年10月1日
現在）

2020年度までに30圏域

定住自立圏 119圏域（2017年10月1日
現在）

2020年度までに140圏域

• 連携中枢都市圏＝地域において、相当の規模と中核性を備える圏域の中心都市が近隣の市
町村と連携し、コンパクト化とネットワ－ ク化により、人口減少・少子高齢社会においても一定
の圏域人口を有し活力ある社会経済を維持するための拠点を 形成することを目的とする。

 要件＝⑴地方圏の指定都市、新中核市（人口20万以上）であって、 ⑵昼夜間人口比率概ね１
以上を満たす都市を中心とする圏域

• 定住自立圏＝中心市と近隣市町村が相互に役割分担し、連携・協力することにより、圏域全体
として生活に必要な都市機能（行 政サービス・民間サービス等）を確保することを目的とする。

 要件＝⑴地方圏の市（人口５万程度以上）であって、⑵昼夜間人口比率１以上を満たすこと
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集積の効果

出所：平成22年度 『経済財政白書』



地方経済と財政の今後

出所：国土交通省「国土交通省のおけるコンパクトシティの取組について」
平成25年8月26日
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好循環へ

コンパクト化・人口の集積

土地価格（地価）の上昇

中小企業の担保
価値の増加

設備投資
の拡大

雇用・生産
性の改善

地域経済の
成長率上昇

信用制約

好循環
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新しい酒＝地方創生と古い皮＝制度

• 新しい政策課題＝地方創生に対応するには、①新制度・交付金の創設に合わせ
て、②既存の制度の弊害の見直しが不可欠↔ 屋上屋を重ねる改革

 メリハリ＝ビルドアンドスクラップをつけて予算の膨張も回避

 既存制度の見直し＝構造改革による相乗効果
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既存制度
 交付税＝財源保障
 固定資産税＝課税標準
 人件費課税等

既存制度の見直
し

現状

地方創生総合戦略 新たなばら撒き
 補助金依存



参考：一皮剥けば・・・

• ケインズ＝総需要管理政策に偏重した活性化

中長期的な成長＝生産性の向上よりも、短期的な景気対策＝消費の喚起を優先⇒政策・事業の
効果も短期的な消費喚起＝乗数効果に偏重？

• 企業の負担を前提にした活性化策・財政運営

地域経済の活性化の一義的な受益者は企業⇒企業課税＝応益課税

サービス提供者としての自治体＝対価としての企業課税か地域経営主体＝活性化を通じた財源
確保として自治体か？

収益性のある企業の育成≠収益性のある企業を前提

「現役世代の負担についても、負担能力に応じた負担を徹底する必要があり、被用者間では、来
年の医療保険制度改革において、後期高者支援金について、全面総報酬割に早急に移行する必
要がある」（財務省財政制度等審議会「平成27 年度予算の編成等に関する建議」）
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地方創生のための税制改革

地域再編成・集約化（コンパクトシティ）に繋がる不動産の売却に係る譲渡益課税・不
動産取得税の減免

⇒流動化＝不動産売買・流通の促進

保有段階の固定資産税（土地）の適正化

中心市街地（集約地域）における空き家・遊休地への課税強化

都市部（「一般市街化区域」）の農地を宅地並み課税・・・

地域の再開発・再生の成果を課税評価額の反映しやすくすることで、将来の固定資
産税を担保にした再開発・再生計画も可能に

 例：ＴＩＦ（Tax Increment Financing）
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災害は問題を「露呈」させる

大規模災害は問題を引き起こすというよりも構造問題を露呈させる

構造問題

 自治体＝地域経済の疲弊・人口の高齢化

 中小企業＝低い生産性（収益）・経営者の高齢化

災害を契機に露呈する問題

 自治体＝復旧、復興の立ち遅れ・自立困難な被災者

 中小企業＝震災関連倒産

災害からの復旧・復興には新規の投資（インフラ整備、設備投資）＝借入が必要

 借入金を返済するだけの自治体＝税収、中小企業＝収益性がない⇒自力では資金調達が困難

• 大規模災害は衰退産業・地域の衰退を加速させる・・・

地域人口・収益性

災害発生 時間

被災

消滅・退出
の時期が早まる
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参考：頑張れない自治体？

• 過疎地域自立促進特別法⇒無理やりに頑張らせる法律？
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経済力

自立可能で改革力
のある自治体

自立力に乏しいが
危機感（改革意欲）
がある自治体

自立可能でも危機感
に乏しい自治体

インセンティブ改革
による働きかけ

頑張れない
自治体

地域再編成
 広域化・戦略的撤退
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